
測量：第1章第32条第1項及び同第11項 測量：第1章第32条第1項及び同第11項

地質・調査：第1章第132条第1項及び同第11項 地質・調査：第1章第132条第1項及び同第11項

設計：第1編第1章第1131条第1項及び同第11項、第12編第１章第12132条第1項及び同第11項 設計：第1編第1章第1131条第1項及び同第11項、第12編第１章第12132条第1項及び同第11項

工損調査：第2章第38条第1項及び同第11項 工損調査：第2章第38条第1項及び同第11項

11　従事者への周知
　受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事
務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当
な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、愛媛県個人情報
保護条例の規定に基づき処罰される場合があることなど、個人情報の保護
に関して必要な事項を周知しなければならない。

11　従事者への周知
　受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事
務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当
な目的に使用してはならないこと 、これに違反した場合は、愛媛県個人情報
 保護条例の規定に基づき処罰される場合があることなど、個人情報の保護
に関して必要な事項を周知しなければならない。

仕様書 測量業務、地質・調査業務、設計業務、工損調査業務

改　　　　正 現　　　　行

１　基本的事項
　受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務
を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を
侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成15年5
月30日法律第57号） 、 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法
 律（平成15年5月30日法律第58号）、及び行政手続における特定の個
人を識別する番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）等関
係法令 及び愛媛県個人情報保護条例に基づき、次に示す事項等の個人
情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切
な管理のために必要な措置を講じなければならない。

１　基本的事項
　受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務
を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を
侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成15年5
月30日法律第57号）、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法
律（平成15年5月30日法律第58号）、行政手続における特定の個人を
識別する番号の利用等に関する法律（平成25 年法律第27号）等関係
法令及び愛媛県個人情報保護条例に基づき、次に示す事項等の個人情
報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な
管理のために必要な措置を講じなければならない。


